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法 令 等 資 料 

Ⅰ 教育の基本法令 

教育の基本 

○ 教育基本法 

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展さ

せるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の

精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承

し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓(ひら)く教育の

基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。 

第１章 教育の目的及び理念 

（教育の目的） 

第１条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要

な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

（教育の目標） 

第２条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。 

(1) 幅広い知識と教養を身に付け、心理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培

うとともに、健やかな身体を養うこと。 

(2)  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神

を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 

(3)  正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に

基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 

(4)  生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

(5)  伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

（生涯学習の理念） 

第３条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その

生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成

果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

（教育の機会均等） 

第４条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなけれ

ばならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別

されない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受け

られるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難

な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 

第２章 教育の実施に関する基本 

（義務教育） 

第５条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさ

せる義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において

自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な

資質を養うことを目的として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な

役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 
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４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しな

い。 

（学校教育） 

第６条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法

律に定める法人のみが、これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達

に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育

を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に

取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 

（大学） 

第７条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を

探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の

発展に寄与するものとする。 

２ 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重さ

れなければならない。 

（私立学校） 

第８条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、

国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私

立学校教育の振興に努めなければならない。 

（教員） 

第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養

に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、

待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

（家庭教育） 

第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、

生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のと

れた発達を図るよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会

及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（幼児期の教育） 

第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにか

んがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他

適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 

（社会教育） 

第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公

共団体によって奨励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校

の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興

に努めなければならない。 

（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任

を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 

（政治教育） 

第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その

他政治的活動をしてはならない。 

（宗教教育） 

第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活におけ
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る地位は、教育上尊重されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活

動をしてはならない。 

第３章 以下略 

 

教育を受ける権利と受けさせる義務 

○ 憲法 

第 26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受

ける権利を有する。 

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる

義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

 

教育委員会の職務権限 

○ 地方自治法 

第 180 条の８ 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管

理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に

関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及び

これを執行する。 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の職務権限） 

第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるもの

を管理し、及び執行する。 

(1) 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校そ

の他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。 

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」

という。）の管理に関すること。 

(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他

の人事に関すること。 

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関す

ること。 

(5) 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業

指導に関すること。 

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

(7) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

(9) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び

福利に関すること。 

(10) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 

(11) 学校給食に関すること。 

(12) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 

(13) スポーツに関すること。 

(14) 文化財の保護に関すること。 

(15) ユネスコ活動に関すること。 

(16) 教育に関する法人に関すること。 

(17) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 

(18) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 

(19) 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に

関すること。 
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校長・副校長・教頭・教諭その他の職員 

○ 学校教育法 

第４章 小学校 

（目的） 

第 29 条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的な

ものを施すことを目的とする。 

（目標） 

第 30 条 小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において

第 21条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 

２ 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び

技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断

力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意

を用いなければならない。 

（校長、教頭、教諭その他の職員） 

第 37 条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 

２ 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その

他必要な職員を置くことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、

養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、

それぞれ置かないことができる。 

４ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 

５ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。 

６ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を

行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、

その職務を代理し、又は行う。 

７ 教頭は、校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）を助け、校務を整理

し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 

８ 教頭は、校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）に事故があるときは

校長の職務を代理し、校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）が欠けた

ときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校

長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。 

９ 主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）及び教頭を助け、

命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。 

10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の

改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。 

11 教諭は、児童の教育をつかさどる。 

12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 

13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 

14 事務職員は、事務をつかさどる。 

15 助教諭は、教諭の職務を助ける。 

16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 

17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 

18 特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、

養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 

19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長（副

校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を受けて校務の一部

を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことが

できる。 

 

※準用･･･中学校、高等学校（４～17 項）、中等教育学校（４～17、19 項）、特別支援学校 
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第５章 中学校 

第 45 条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育とし

て行われる普通教育を施すことを目的とする。 

（目標） 

第 46 条 中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第 21 条各号に掲げ

る目標を達成するよう行われるものとする。 

第６章 高等学校 

（目的） 

第 50 条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高

度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。 

（目標） 

第 51 条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。 

一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性

及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 

二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を

決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。 

三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社

会の発展に寄与する態度を養うこと。 

第８章 特別支援教育 

（目的） 

第 72 条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ず

る教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必

要な知識技能を授けることを目的とする。 
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Ⅱ 服務関係法令 

１ 教職員の身分 

〇 憲法 

1-(1)服務の根本基準 

第 15 条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 

２ すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 

〇 地方公務員法 

1-(1)服務の根本基準 

(服務の根本基準) 

第 30 条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂 

行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

1-(2)服務の宣誓 

(服務の宣誓) 

第 31 条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 

 

〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

1-(3)県費負担教職員制度 

(任命権者) 

第 37 条 市町村立学校職員給与負担法(昭和 23年法律第 135 号)第１条及び第２条に規定す   

 る職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。 

２ 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第 25条第２項の規定の適用について 

は、同項第４号中「職員」とあるのは、「職員並びに第 37条第１項に規定する県費負担教 

職員」とする。 

1-(3)県費負担教職員制度 

(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件) 

第 42 条 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第 

24 条第５項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定め 

る。 

1-(3)県費負担教職員制度 

(服務の監督) 

第 43 条 市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。 

２ 県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例及び規則並 

びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則及び規程(前条又は次項の規定によつて都 

道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会その他職務上の上司の職務上 

の命令に忠実に従わなければならない。 

３ 県費負担教職員の任免、分限又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定め 

るものとされている事項は、都道府県の条例で定める。 

４ 都道府県委員会は、県費負担教職員の任免その他の進退を適切に行うため、市町村委員 
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会の行う県費負担教職員の服務の監督又は前条若しくは前項の規定により都道府県が制定

する条例の実施について、技術的な基準を設けることができる。 

 

〇 地方公務員法 

1-(4)条件付採用 

(条件付採用) 

第 22条 職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において６月を勤務し、その

間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人

事委員会等は、人事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団

体の規則）で定めるところにより、条件付採用の期間を１年に至るまで延長することができる。 

 

〇 教育公務員特例法 

1-(4)条件付採用 

(条件付任用) 

第 12 条 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、 

幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教 

諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第 22 条に規定する

採用については、同条中「６月」とあるのは「１年」として同条の規定を適用する。 

２ 略 

1-(4)条件付採用 

(初任者研修) 

第 23 条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その 

他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されて 

いる者を教諭等の職に任命する場合を含む。附則第５条第１項において同じ。)の日から 

１年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任 

者研修」という。)を実施しなければならない。 

２ 以下略 

 

２ 教職員の服務 

〇 地方公務員法 

2-(1)職務上の義務 

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 

第 32 条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方 

公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければな 

らない。 

2-(1)職務上の義務 

(職務に専念する義務) 

第 35 条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上 
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の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する 

職務にのみ従事しなければならない。 

2-(2)-①信用失墜行為の禁止 

(信用失墜行為の禁止) 

第 33 条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為を 

してはならない。 

2-(2)-②秘密を守る義務(守秘義務) 

(秘密を守る義務) 

第 34 条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、 

同様とする。 

２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合において 

は、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者) 

の許可を受けなければならない。 

３ 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。 

2-(2)-③政治的行為の制限 

(政治的行為の制限) 

第 36 条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員 

となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧 

誘運動をしてはならない。 

２ 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機 

関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定 

の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をして 

はならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁 

若しくは地方事務所又は地方自治法第 252 条の 19 第１項の指定都市の区若しくは総合区 

に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区 

域)外において、第１号から第３号まで及び第５号に掲げる政治的行為をすることができ 

る。 

(1) 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。 

(2) 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。 

(3) 寄附金その他の金品の募集に関与すること。 

(4) 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人 

にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その 

他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利 

用させること。 

(5) 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為 

３ 以下略 
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〇 教育基本法 

2-(2)-③政治的行為の制限 

(政治教育) 

第 14 条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他 

政治的活動をしてはならない。 

 

〇 教育公務員特例法 

2-(2)-③政治的行為の制限 

(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限) 

第 18 条 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法 

第 36 条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。 

２ 略 

 

〇 国家公務員法 

2-(2)-③政治的行為の制限 

(政治的行為の制限) 

第 102 条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受 

領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行 

使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 

２ 職員は、公選による公職の候補者となることができない。 

３ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をも 

つ構成員となることができない。 

 

〇 公職選挙法 

2-(2)-③政治的行為の制限 

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止) 

第 137 条 教育者(学校教育法(昭和 22年法律第 26 号)に規定する学校及び就学前の子ど 

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)に 

規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に 

対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。 

 

〇 地方公務員法 

2-(2)-④争議行為の禁止 

(争議行為等の禁止) 

第 37 条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、 

怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為 

をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、 
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そそのかし、若しくはあおつてはならない。 

２ 略 

2-(2)-⑤営利企業への従事等の制限 

(営利企業への従事等の制限) 

第 38 条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目 

的とする私企業(以下この項及び次条第１項において「営利企業」という。)を営むことを 

目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公 

共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を 

営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤

職員（短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）に

ついては、この限りでない。 

２ 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定め 

ることができる。 

 

〇 教育公務員特例法 

2-(2)-⑥教育公務員の兼職・兼業 

(兼職及び他の事業等の従事) 

第 17 条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは 

事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営 

に関する法律第 37 条第１項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含 

む。以下同じ。)の教育委員会。第 23 条第２項及び第 24条第２項において同じ。)におい 

て認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは 

事務に従事することができる。 

２ 略 

３ 第１項の場合においては、地方公務員法第 38 条第２項の規定により人事委員会が定める 

許可の基準によることを要しない。 

 

３ 勤務時間 

〇 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

3-(1)勤務時間 

(１週間の勤務時間) 

第３条 学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当た 

り 38 時間 45 分とする。 

２～５ 略 

3-(2)休憩時間 

(休憩時間) 

第７条 教育委員会は、１日の勤務時間が６時間を超える場合においては少なくとも 45 分、 

８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中 
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に置かなければならない。 

２ 略 

 

〇 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例 

3-(4)時間外勤務 

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 

第７条 教育職員については、原則として正規の勤務時間(北海道学校職員の勤務時間、休 

暇等に関する条例(平成 10 年北海道条例第 21 号。以下この項、第９条及び第 10 条第１項

において「勤務時間等条例」という。)第３条から第６条まで(これらの規定を市町村立学

校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和 27 年北海道

条例第 81 号。以下この項、第９条及び第 10 条第１項において「市町村立学校職員勤務時

間等条例」という。)第２条において準用する場合を含む。) 及びこの条例第９条第１項の

規定による勤務時間をいう。以下この項、次条及び第 10 条第１項において同じ。)を超え

る勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(以下これらを「時間外勤務」と

いう。)は、命じないものとする。 

(1) 勤務時間等条例第 10 条(市町村立学校職員勤務時間等条例第２条において準用する場 

合を含む。)に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日 

(2) 給与条例第 15 条(市町村立学校職員給与条例第２条第２項において準用する場合を含 

む。)の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日(前号に掲げる日を 

除く。) 

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は 

緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。 

(1) 生徒の実習に関する業務 

(2) 学校行事に関する業務 

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務 

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを 

得ない場合に必要な業務 

 

〇 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

3-(5)週休日及び休日 

(週休日及び勤務時間の割振り) 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とす 

る。ただし、教育委員会は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短 

時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週 

休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けるこ

とができる。 

２ 教育委員会は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間 45分の勤 
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務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、１週間ごとの 

期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い１日につき７時間 45分を超えない範 

囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間 45 分を超えない範囲内で

勤務時間を割り振るものとする。 

3-(5)週休日及び休日 

(休日) 

第 10 条 学校職員は、国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)に規定する休日 

(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正 

規の勤務時間においても勤務することを要しない。12 月 29 日から翌年の１月３日までの 

日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)及び開校記念日について 

も、同様とする。 

3-(5)週休日及び休日 

 (休日の代休日) 

第 11 条 教育委員会は、学校職員に祝日法による休日、年末年始の休日又は開校記念日(以 

下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部 

(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合に 

は、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項に 

おいて「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第９条の２第１項の規定によ 

り時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された学校職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間 

を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、 

正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 

3-(6)週休日の振替等 

(週休日の振替等) 

第６条 教育委員会は、学校職員に第４条第１項又は前条の規定により週休日とされた日に 

おいて特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところに 

より、第４条第２項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条におい 

て「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更 

して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割 

り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち４時間(人事委員会規則で定める 

場合にあっては、４時間又は人事委員会規則で定める時間。以下この条において同じ。)を 

当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる 

必要がある日に割り振ることができる。 

3-(7)休暇 

(休暇の種類) 

第 12 条 学校職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び 

組合休暇とする。 
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3-(7)-①年次有給休暇 

(年次有給休暇) 

第 13 条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次 

の各号に掲げる学校職員の区分に応じ当該各号に定める日数とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる学校職員以外の学校職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮

し 20 日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数) 

(2) 次号に掲げる学校職員以外の学校職員であって、当該年の中途において新たに学校職員 

となったもの その年の在職期間を考慮し 20 日を超えない範囲内で人事委員会規則で定 

める日数 

(3) 略 

２ 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定 

める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

３ 教育委員会は、年次有給休暇を学校職員の請求する時季に与えなければならない。ただ 

し、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合におい 

ては、他の時季にこれを与えることができる。 

3-(7)-②病気休暇 

(病気休暇) 

第 14 条 病気休暇は、学校職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな 

いことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

3-(7)-③特別休暇 

(特別休暇) 

第 15 条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由によ 

り学校職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則で定める場合にお 

ける休暇とする。この場合において、人事委員会規則で定める特別休暇については、人事 

委員会規則でその期間を定める。 

3-(7)-④介護休暇 

(介護休暇) 

第 16 条 介護休暇は、学校職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同 

様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人 

事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの 

をいう。以下この項及び次条第１項において同じ。)の介護をするため、教育委員会が、人 

事委員会規則の定めるところにより、学校職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介 

護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない 

範囲内で指定する期間(次項及び次条第１項において「指定期間」という。)内において勤 

務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。 

３ 介護休暇については、学校職員給与条例第 13 条の規定にかかわらず、その勤務しな 
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い１時間につき、同条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

3-(7)-⑤介護時間 

(介護時間) 

第 16 条の２ 介護時間は、学校職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該 

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間(当該要介護者に係る指 

定期間と重複する期間を除く。)内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないこと 

が相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない範囲内 

で必要と認められる時間とする。 

３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用する。 

3-(7)-⑥組合休暇 

(組合休暇) 

第 17 条 組合休暇は、学校職員が登録された職員団体の規約に定める機関で人事委員会規 

則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体 

の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められ 

るものに従事する場合における休暇とし、その期間は、人事委員会規則で定める。 

２ 第 16 条第３項の規定は、組合休暇について準用する。 

 

〇 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

3-(7)-③特別休暇 

(特別休暇) 

第 11 条 条例第 15 条の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その 

期間は、当該各号に定める期間とする。 

(1) 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務 

しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

(2) 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方 

公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと 

認められるとき 必要と認められる期間 

(3) 骨髄移植等休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための 

末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又 

は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細 

胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入 

院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

(4) ボランティア休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献す 

る活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないこと 

が相当であると認められるとき 一の年において５日の範囲内の期間 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域に 

おける生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 
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イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害 

がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目 

的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常 

態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 

(5) 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められ 

る行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事委員会が定める期 

間内における連続する５日の範囲内の期間 

(6) 出生サポート休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 一の年において５日（当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定め

る不妊治療に係るものである場合にあっては、10 日）の範囲内の期間 

(7) 削除 

(8) 妊娠障害休暇 妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困 

難と認められる場合 14 日の範囲内の期間 

(9) 産前休暇 出産する予定である職員が申し出た場合 出産予定日の前日から起算し 

て８週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)前の日から出産の日までの期間内にお 

いて必要とする期間 

(10)産後休暇 職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期 

間(産後６週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認め 

た業務に就く期間を除く。) 

(11)育児休暇 生後２年に達しない子を有する職員がその子を育てる場合(男性職員にあ 

っては、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同 

じ。)が当該子を育てることができる場合を除く。)１日２回合わせて２時間以内(短 

時間勤務職員にあっては、１日の勤務時間が４時間以下の勤務日においては１日１回 30 

分、１日の勤務時間が４時間を超える勤務日においては１日２回合わせて１時間以内) 

の期間 

(12)生理休暇 職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 １回につき連続 

する３日の期間内において必要とする期間 

(13)配偶者出産休暇 職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認めら 

れる場合 人事委員会が定める期間内における３日の範囲内の期間 

(14)育児参加休暇 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の前日から起 

算して８週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後１年を経 

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達 

するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務し 

ないことが相当であると認められるとき 当該期間内における５日の範囲内の期間 

(15)子の看護休暇 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号 

において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったそ 

の子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子 
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の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(そ 

の子が中学校就学の始期に達している場合にあっては、医師の指示があるときに限る。) 

一の年において５日にその養育する中学校就学の終期に達するまでの子の数を乗じて 

得た日数(その日数が 15日を超える場合にあっては、15 日)の範囲内の期間 

(16)短期介護休暇 配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会が定める者で負傷、 

疾病又は老齢により人事委員会が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障がある 

者(以下「特定要介護者」という。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員 

が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年におい 

て５日(特定要介護者が２人以上の場合にあっては、10 日)の範囲内の期間 

(17)忌引休暇 職員の親族(別表第３の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、 

職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しない 

ことが相当であると認められるとき 別表第３の親族欄に掲げる区分に応じ同表の日 

数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 

(18)法要祭日休暇 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当 

であると認められる場合 １日の範囲内の期間 

(19)夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生 

活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の７月から９ 

月までの期間内における３日の範囲内の期間 

(20)リフレッシュ休暇 職員が心身のリフレッシュ等のため勤務しないことが相当であ 

ると認められる場合 次に掲げる区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日数の範囲内の期 

 間 

ア 勤続 30 年に達した職員 勤続 30 年表彰を受けた日の翌日から１年を経過する日まで 

の期間内における３日の範囲内の期間 

イ 勤続 20 年に達した職員 勤続 20 年に達した日の翌日から１年を経過する日までの期 

間内における２日の範囲内の期間 

(21)住居滅失休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合そ 

の他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ７ 

日の範囲内の期間 

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又 

は一時的に避難しているとき。 

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が不足している 

場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 

(22)災害事故休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤する 

ことが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 

(23)災害時退勤休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職 

員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認 

められる場合 必要と認められる期間 

２ 前項第４号、第６号、第８号及び第 13 号から第 16 号までに掲げる場合で、継続定年前
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再任用短時間勤務職員の当該採用された年における休暇の期間は、当該各号に定める期間

から当該年において定年前再任用短時間勤務職員となった日の前日までの間に使用した当

該休暇の日数を減じて得た日数の範囲内の期間とする。 

３ 第１項第５号、第 17 号及び第 18 号に掲げる場合で、職員が結婚、葬儀又は追悼のため 

の特別な行事のために遠隔の地に赴く必要があると認められるときの休暇の期間は、当該 

各号に定める期間に往復に要する日数を加えた日数の範囲内の期間とすることができる。 

４ 第１項第６号及び第 13 号から第 16 号までの休暇(以下この条において「特定休暇」とい

う。)の単位は、１日又は１時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようと

する場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使

用することができる。 

５ 以下略 

3-(7)-④介護休暇 

(介護休暇) 

第 12 条 条例第 16 条第１項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第２号から第 

５号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。 

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

(2) 父母の配偶者 

(3) 配偶者の父母の配偶者 

(4) 子の配偶者 

(5) 配偶者の子 

２ 条例第 16 条第１項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期 

間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明示して、教育委員会に対し行わな

ければならない。 

３ 教育委員会は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出に 

よる期間の初日から末日までの期間(第６項において「申出の期間」という。)の指定期間 

を指定するものとする。 

４ 職員は、第２項の申出に基づき前項若しくは第６項の規定により指定された指定期間を 

延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限 

る。)に基づき次項若しくは第６項の規定により指定された指定期間を短縮して指定する 

ことを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定すること 

を希望する期間の末日を明示して、教育委員会に対し申し出なければならな 

い。 

５ 教育委員会は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があっ 

た場合には、第３項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申 

出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

６ 第３項又は前項の規定にかかわらず、教育委員会は、それぞれ、申出の期間又は第２項 

の申出に基づき第３項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日か 

ら第４項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日 



－306－ 

 

までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第 16 条 

ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指 

定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条た 

だし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期 

間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 

７ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月に満たない期間は、30 日をもって１月とす 

 る。 

第 12 条の２ 介護休暇の単位は、１日、１時間又は１分とする。 

２ １時間又は１分を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終 

業の時刻まで連続した４時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受け 

て勤務しない時間がある日については、当該４時間から当該介護時間の承認を受けて勤務 

しない時間を減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内の時間とする。た 

だし、介護を必要とする状態により教育委員会がやむを得ないと認める場合は、休憩時間 

(条例第７条に規定する休憩時間をいう。)の前後に連続した合計４時間を超えない範囲 

内の時間とする。 

３ 前項本文の場合において、介護を必要とする状態により教育委員会がやむを得ないと認 

めるときは、人事委員会が別に定める時間を超えない範囲内の時間とすることができる。 

3-(7)-⑤介護時間 

(介護時間) 

第 12 条の３ 介護時間については、職員が特定要介護者の介護をする場合に限り、第 19条 

の規定による請求をすることができる。 

２ 介護時間の単位は、30 分とする。 

３ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した２時間 

(育児休業法第 19 条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある 

日については、当該２時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間) 

を超えない範囲内の時間とする。 

3-(7)-⑥組合休暇 

(組合休暇) 

第 13 条 条例第 17 条第１項の人事委員会規則で定める機関は、議決機関(代議員制をとる 

場合に限る。)、執行機関、監査機関、投票管理機関及び諮問機関とする。 

２ 組合休暇の期間は、一の年において 30 日の範囲内の期間とする。 

３ 継続定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における組合休暇の期間は、前項

に掲げる期間から当該年において定年前再任用短時間勤務職員となった日の前日までの間

に使用した組合休暇の日数を減じ 

て得た日数の範囲内の期間とする。 

４ 組合休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

５ 略 
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3-(7)-①年次有給休暇 

別表第１(第７条関係) 

採用された月 日数 採用された月 日数 採用された月 日数 

１月 20 日 ５月 13 日 ９月 ７日 

２月 18 日 ６月 12 日 10 月 ５日 

３月 17 日 ７月 10 日 11 月 ３日 

４月 15 日 ８月 ８日 12 月 ２日 

 

3-(7)-③特別休暇 

別表第３ (第 11 条関係) 

親      族 日      数 

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と 

同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 
７日 

父母 
７日 

配偶者の父母又は父母の配偶者 

子 ５日 

祖父母 
３日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等 

の承継を受ける場合にあっては、７日) 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 
１日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等 

の承継を受ける場合にあっては、７日) 

子の配偶者又は配偶者の子 
１日(職員と生計を一にしていた場合に 

あっては、５日) 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日(職員と生計を一にしていた場合に 

あっては、３日) 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のお 

じ若しくはおば 
１日 

 

〇 地方公務員の育児休業等に関する法律 

3-(8)育児休業 

(育児休業の承認) 

第２条 職員(第 18 条第１項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員、臨 

時的に任用される職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として条例で定める 

職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者及びその委任 

を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治 29 年法律第 

89 号)第 817 条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する 

特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁 



－308－ 

 

判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 

(昭和 22年法律第 164 号)第 27 条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規 

定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として条 

例で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が３歳に達する日(非常勤職員 

にあっては、当該子の養育の事情に応じ、１歳に達する日から１歳６か月に達する日まで 

の間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として 

条例で定める場合に該当するときは、２歳に達する日))まで、育児休業をすることができ 

る。ただし、当該子について、既に２回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたこ

とがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

(1) 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 109 号。以下

「国家公務員育児休業法」という。）第３条第１項第１号の規定により人事院規則で定め

る期間を基準として条例で定める期間内に、職員（当該期間内に労働基準法（昭和 22 年

法律第 49号）第 65 条第２項の規定により勤務しない職員を除く。）が当該子についてす

る育児休業（次号に掲げる育児休業を除く。）のうち最初のもの及び２回目のもの 

(2) 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児

休業（当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同

じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期

の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限

る。） 

２ 以下略 

3-(8)育児休業 

(育児短時間勤務の承認) 

第 10 条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条 

例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達 

するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占 

めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に 

関する法律(平成６年法律第 33 号)第６条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤 

務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第５号に掲げる勤務の形態)によ 

り、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」と 

いう。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合に 

おいて、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しないと 

きは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。 

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同 

じ。)とし、週休日以外の日において１日につき十分の一勤務時間(当該職員の１週間当 

たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に十分の一を乗 

じて得た時間に端数処理(５分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げるこ 

とをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項及び第 13 条 

において同じ。)勤務すること。 
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(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において１日につき八分の一勤務時間 

(週間勤務時間に八分のーを乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下 

この項において同じ。)勤務すること。 

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの５日間のうちの２日を週休日とし、週 

休日以外の日において１日につき五分の一勤務時間(週間勤務時間に五分のーを乗じて得 

た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項及び第 13条において同じ。)勤務 

すること。 

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの５日間のうちの２日を週休日とし、週 

休日以外の日のうち、２日については１日につき五分の一勤務時間、１日については１日 

につき十分の一勤務時間勤務すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、１週間当たりの勤務時間が五分のー勤務時間に２を乗じて 

得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から八分の一勤務時間に５を乗じて得た時間 

までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態 

２ 以下略 

3-(8)育児休業 

(部分休業) 

第 19 条 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31年法律第 162 号) 

第 37 条第１項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員(育 

児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を 

除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定める 

ところにより、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第 22 条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、３歳)に達するまでの

子を養育するため１日の勤務時間の一部(２時間を超えない範囲内の時間に限る。)につい

て勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。 

２ 以下略 

 

〇 教育公務員特例法 

3-(9)大学院修学休業•自己啓発等休業 

(大学院修学休業の許可及びその要件等) 

第 26 条 公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教 

諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれ 

にも該当するものは、任命権者の許可を受けて、３年を超えない範囲内で年を単位として 

定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの 

課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第 28条第２項において「大学院の課程等」 

という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。) 

をすることができる。 

(1) 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教 

諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和 24 
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年法律第 147 号)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭 

にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主 

幹教諭又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的とし 

ていること。 

(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭 

の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であ 

つて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修 

免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号にお 

いて同じ。)を有していること。 

(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第 

三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしてい 

ること。 

(4) 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令 

で定める者でないこと。 

２ 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の 

種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らか 

にして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。 

 

〇 地方公務員法 

3-(9)大学院修学休業•自己啓発等休業 

(自己啓発等休業) 

第 26 条の５ 任命権者は、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定め 

て任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条(第８項及び第９項を除く。) 

において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公 

務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、 

３年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程の履修(大学その他の条例 

で定める教育施設の課程の履修をいう。第５項において同じ。)又は国際貢献活動(国際協 

力の促進に資する外国における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における 

訓練その他の準備行為を含む。)のうち職員として参加することが適当であると認められ 

るものとして条例で定めるものに参加することをいう。第５項において同じ。)のための 

休業(以下この条において「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができ 

る。 

２ 以下略 

3-(10)配偶者同行休業 

(配偶者同行休業) 

第 26 条の６ 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認め 

るときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考 

慮した上で、当該職員が、３年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行 
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休業(職員が、外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定め 

て滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第 

５項及び第６項において同じ。)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休 

業をいう。以下この条において同じ。)をすることを承認することができる。 

２ 以下略 

 

４ 研修 

〇 教育基本法 

4-(1)教員の研修 

(教員) 

第９条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修 

養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、 

待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 

 

〇 地方公務員法 

4-(2)教育公務員特例法による校外研修 

(研修) 

第 39 条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えら 

れなければならない。 

２ 前項の研修は、任命権者が行うものとする。 

３ 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修 

に関する基本的な方針を定めるものとする。 

４ 人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告 

することができる。 

 

〇 教育公務員特例法 

4-(2)教育公務員特例法による校外研修 

(研修) 

第 21 条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければ 

ならない。 

２ 教育公務員の任命権者は、教育公務員（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用

された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修

について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立

し、その実施に努めなければならない。 

4-(2)教育公務員特例法による校外研修 

(研修の機会) 

第 22 条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 
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２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を 

行うことができる。 

３ 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修 

を受けることができる。 

 

５ 分限処分と懲戒処分 

〇 地方公務員法 

5-(2)分限処分 

(分限及び懲戒の基準) 

第 27 条 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 

２ 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若 

しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反し 

て、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給され 

ることがない。 

３ 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。 

5-(2)分限処分 

(降任、免職、休職等) 

第 28 条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、 

これを降任し、又は免職することができる。 

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

(3) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 

２ 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを

休職することができる。 

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

(2) 刑事事件に関し起訴された場合 

３ 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがあ  

 る場合を除くほか、条例で定めなければならない。 

４ 職員は、第 16 条各号(第２号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特

別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。 

5-(3)懲戒処分 

(懲戒) 

第 29 条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、 

減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

(1) この法律若しくは第 57 条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共 

団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 
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(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 

２ 以下略 

5-(3)懲戒処分 

(欠格条項) 

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、 

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

までの者 

(2) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない 

 者 

(3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第 60条から第 63条までに規定する罪 

を犯し刑に処せられた者 

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 


